
軽自動車税の税負担の変化（例：軽四輪乗用 自家用） つがる市　税務課

○平成25年12月現在、軽自動車を所有している場合

○平成26年5月に新車に買換えた場合

○平成27年5月に新車に買換えた場合

○平成27年5月に中古車に買換えた場合

例：

12,900円/年

7,200円/年

中古車に買換え

H20.4.1～H21.3.31までに新車として発売された
中古車であれば、平成34年度分から重課税適用

平成29年度 平成41年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 　所有している車が13年を経過した翌年度

7,200円/年

新車に買換え

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

H20.4.1～H21.3.31までに新車として購入した
車であれば、平成34年度分から重課税適用

7,200円/年

新車に買換え

12,900円/年

12,900円/年

最初(新車)の新規検査により、現行税率、新税率、重課税率(平成２８年度～)のいずれかの税率になります。

※最初(新車)の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。

10,800円/年

※初めて車両番号の指定を受けた日とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。

12,900円/年

7,200円/年

平成25年度 平成26年度 平成27年度 　所有している車が13年を経過した翌年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成40年度

例：
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